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平成 年 月 日（火）

号外第 号

17 18１

６

毎週火 金曜日発行･

改 正 後 改 正 前

（特別休暇）

第 条 条例第 条第 項 人事委員会規則 定 場

合 、次 表 左欄 掲 場合 、同条第 項

人事委員会規則 定 期間 、同表 右欄 掲

期間 。

～ 略

（特別休暇）

第 条 条例第 条第 項 人事委員会規則 定 場

合 、次 表 左欄 掲 場合 、同条第 項

人事委員会規則 定 期間 、同表 右欄 掲

期間 。

～ 略
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◇ 職員 勤務時間、休暇等 関 規則及 県費負担教職員 勤務時間、休暇等 関

規則 一部 改正 規則（ ）（給与課）…………………………………………………………

職員 勤務時間、休暇等 関 規則及 県費負担教職員 勤務時間、休暇等 関 規則 一部 改正

規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県人事委員会委員長 奥 田 悦 子

職員 勤務時間、休暇等 関 規則及 県費負担教職員 勤務時間、休暇等 関 規則 一部 改正

規則

（職員 勤務時間、休暇等 関 規則 一部改正）

第 条 職員 勤務時間、休暇等 関 規則（平成 年鳥取県人事委員会規則第 号） 一部 次 改

正 。

次 表 改正前 欄中号 表示 下線 引 号 同表 改正後 欄中号 表示 下線 引 号 改

。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（号 表示 除 。以下 条 「改正部分」 。）

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（号 表示 除 。以下 条 「改正後部分」

。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正後部分 対応 改正部分 存在

場合 、当該改正後部分 加 。

次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 加 。
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妻（届出 事実上婚姻関

係 同様 事情 者 含 。次

号 同 ） 出産 場合

日 超

範囲内

都度

必要 認

期間

職員 妻 出産 場合

出産予定日 週間（多胎妊

娠 場合 、 週間）前

日 当該出産 日後 週間 経過

日 期間 場合

、当該出産 係 子又 子以

外 子 小学校就学 始期

達 （妻 子 含 。）

養育 職員 、 子 養

育 勤務 相当

認

当該期間内

日 超

範囲内

都度必

要 認

期間

略

～ 略

（無給休暇 請求）

第 条 介護休暇 承認 受 職員 、

休暇簿 記入 任命権者 請求

。

略

（休暇 承認 決定等）

第 条 第 条第 項、第 条第 項又 前条 請求

場合 、任命権者 速 承認

決定 、当該請求 行 職員 対 当

該決定 通知 。 、第 条第 項

請求 場合 、当該請求 係 期間

当該請求 日 起算 週間 経過

日（以下 項 「 週間経過日」 。）

後 期間 含 当該期間

、 週間経過日 承認 決定

。
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場合 、任命権者 速 承認

決定 、当該請求 行 職員 対 当

該決定 通知 。
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（県費負担教職員 勤務時間、休暇等 関 規則 一部改正）

第 条 県費負担教職員 勤務時間、休暇等 関 規則（平成 年鳥取県人事委員会規則第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中号 表示 下線 引 号 同表 改正後 欄中号 表示 下線 引 号 改

。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（号 表示 除 。以下 条 「改正部分」 。）

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（号 表示 除 。以下 条 「改正後部分」
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改 正 後 改 正 前

（特別休暇）

第 条 条例第 条第 項 人事委員会規則 定 場

合 、次 表 左欄 掲 場合 、同条第 項

人事委員会規則 定 期間 、同表 右欄 掲

期間 。

～ 略

妻（届出 事実上婚姻関

係 同様 事情 者 含 。次

号 同 ） 出産 場合

日 超

範囲内

都度

必要 認

期間

職員 妻 出産 場合

出産予定日 週間（多胎妊

娠 場合 、 週間）前

日 当該出産 日後 週間 経過

日 期間 場合

、当該出産 係 子又 子以

外 子 小学校就学 始期

達 （妻 子 含 。）

養育 職員 、 子 養

育 勤務 相当

認

当該期間内

日 超

範囲内

都度必

要 認

期間

略

～ 略

（無給休暇 請求）

第 条 介護休暇 承認 受 職員 、

休暇簿 記入 市町村教育委員会 請求

。

略

（休暇 承認 決定等）

第 条 第 条第 項、第 条第 項又 前条 請求

場合 、市町村教育委員会 速

承認 決定 、当該請求 行 職員

対 当該決定 通知 。 、第

条第 項 請求 場合 、当該請求 係

期間 当該請求 日 起算 週

間 経過 日（以下 項 「 週間経過日」

。）後 期間 含 当該

期間 、 週間経過日 承認

（特別休暇）

第 条 条例第 条第 項 人事委員会規則 定 場

合 、次 表 左欄 掲 場合 、同条第 項

人事委員会規則 定 期間 、同表 右欄 掲

期間 。

～ 略
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係 同様 事情 者 含 。）
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略

～ 略

（無給休暇 請求）

第 条 介護休暇 承認 受 職員 、当該

休暇 承認 受 期間 始 日 前日

起算 週間前 日 休暇簿 記入 市町

村教育委員会 請求 。

略

（休暇 承認 決定等）

第 条 第 条第 項、第 条第 項又 前条 請求

場合 、市町村教育委員会 速

承認 決定 、当該請求 行 職員

対 当該決定 通知 。
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。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正後部分 対応 改正部分 存在

場合 、当該改正後部分 加 。

次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 加 。
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かを することができる決定 。

略 略２ ２

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

附 則

規則 、公布 日 施行 。この は の から する


